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 美しい自然に囲まれた「歴史・文化・学問のまち」である左京区は，その豊かな自然環境

や長い歴史に培われた伝統文化を守り伝えるとともに，区の特性である「進取の気風」を生

かして，すばらしい発展を遂げてきました。 

 この左京区においても少子長寿化や核家族化が進展し，子どもから高齢者までのすべての

区民の皆様がいきいきと暮らせるような環境の整備が求められるとともに，防災機能の向上

や環境の保全など，安心・安全な暮らしの実現が課題となっています。 

 左京区役所では，左京区運営方針を平成１７年度に初めて策定し，課題の解決に向けて取

組を進めてまいりましたところ，区民の皆様や関係各局と行ってきた協議等が実を結び，新

たな施策・事業として展開することとなりました。 

平成１８年度左京区運営方針は，区行政運営の理念や左京区基本計画の年度ごとの重点的

な取組等をすべて盛り込んだ，左京区行政を推進するための基本方針です。特に平成１８年

度は，左京区の特性を踏まえ，〔守る左京・変わる左京〕をキーワードとして運営方針を着実

に推進してまいります。 

〔守る左京〕では，区民の皆様の安心・安全や良質な市民サービスなど，「区役所の原点」

をしっかりと守るとともに，左京の伝統文化の保存・継承を支援する取組等を幅広く展開し

てまいります。一方，〔変わる左京〕では，福祉施設や都市基盤の整備等を図るとともに，区

政改革や職員の意識改革を推進するなど，新たな左京づくりを積極的に進めてまいります。 

区民の皆様との厚いパートナーシップの下，この運営方針を着実に推進していくことによ

り，区民の皆様ひとりひとりが愛着と誇りを感じることができ，左京区の個性を生かした魅

力あふれるまちづくりを進めてまいりますので，より一層の御支援と御協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

                           

平成１８年５月 

                  左京区長 片 田 住 夫 

はじめに 左京区長からのメッセージ 
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左京区は，昭和４年に誕生し，現在，168,482 人，

79,830 世帯の区民が暮らしています（平成１８年４

月１日現在）。 

 京都市域の約３割を占める広い区域（246.88ｋ㎡）

の多くは山林で覆われ，特に北部地域には，府内で

最も高い皆子山や二番目に高い峰床山をはじめ，高

層湿原が広がる八丁平など，貴重な動植物が生息す

る豊かな自然が残されています。また，中南部地域

には，比叡山を最高峰とする東山が連なるとともに，

高野川・鴨川が流れ，みずみずしい緑と清らかな水

に恵まれた山紫水明の地です。 
 

 こうした美しい自然環境に加えて，下鴨神社・銀

閣寺といった世界遺産をはじめ，史跡・名勝に指定

された有名な社寺，国宝・重要文化財に指定された

美術工芸品等が数多く残されています。併せて，大

文字・妙法の送り火や松上げをはじめとする伝統行

事・芸能など，多くの無形の文化財も保存・継承さ

れています。 
 また，大学や国際会館等の文化施設が集積する，

国際性に富んだ「歴史・文化・学問のまち」です。 
 この魅力あふれる彩り豊かなまちで，左京区民は

「進取の気風」と「伝統文化を守り育む心」を大切

にしながら日々の暮らしを営み，そして，このまち

に訪れる人々を温かく迎え，交流してきました。 

 

 しかし，左京区でも少子長寿化や核家族化が急速

に進展し，地域社会の中で安心して子どもを生み育

てられるとともに，高齢者が住み慣れた地域で生き

がいを持って暮らせるような環境の整備が求められ

ています。また，左京区の特徴である豊かな自然環

境は，土砂災害等を引き起こす危険性があり，区内

を貫く花折断層による地震への対策を含め，防災機

能の向上が急務となっています。併せて，区民の健

 

第１ 左京区の現状と課題 
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康を守るための対応や予防を行うとともに，環境保

全の取組を積極的に推進するなど，安心・安全な暮

らしを実現していくことが課題となっています。 

さらには，少子長寿化・核家族化の進展に伴う地

域コミュニティの希薄化は，左京区に数多く守り伝

えられてきた伝統行事・芸能の保存・継承にも大き

な影響を与えています。 

このようなことから，地域ぐるみで子育てや高齢者の生活を支え，防災や防犯を

進める原動力となるような地域コミュニティの充実がますます重要になっています。 
  

また，長寿化と人口の減少が著しい北部地域では，福祉や医療等の充実を図ると

ともに，水道や道路をはじめとした都市基盤の整備を進め，安心して住み続けられ

るまちづくりを推進する必要があります。 
一方，左京区のまちづくりの拠点となる左京区役所の庁舎は，老朽化や狭あい化

が進んでいるうえ，保健所が離れて建っているため，区民が利用しやすい新たな総

合庁舎を整備することが必要です。 

  
このような課題に対応するためには，区役所をはじめとする関係行政機関が連携

を図り，厚い信頼関係を基本とする区民と行政とのパートナーシップの下に，全職

員が一丸となって区行政を推進していくことが必要です。 

 これまで，左京区役所では，平成１３年に２１世紀の左京のまちづくりの礎とな

る左京区基本計画を策定し，区民とのパートナーシップの下，左京区の特色を生か

した様々な事業を展開してきました。今後，さらに魅力あるまちづくりを推進して

いくためには，左京区基本計画の推進を基本としつつ，社会状況の変化や左京区の

現状を踏まえて，区行政運営の基本的な姿勢を明らかにし，重点化を図ることが不

可欠です。 
 

平成１８年度は，これまでの区民や関係各局との協議が結実し，多くの施策・事

業の予算化が図られました。北部地域での福祉施設・医療施設の整備をはじめ，新

左京区総合庁舎の整備に向けた市民参加のワークショップ等の開催，伝統文化の保

存・継承の支援などの多くの重要な取組を通じて，総合的な左京区のまちづくりを

推進していきます。 

左京区役所では，これらの重点的に取り組む施策・事業をすべて盛り込んだ平成 

1８年度左京区運営方針を策定しました。この運営方針を着実に推進していくことに

より，左京区に住む区民ひとりひとりが愛着と誇りを感じることができ，左京区の

個性を生かした魅力あふれるまちづくりを進めてまいります。 

 

左京区の年齢３区分別人口比率
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第１ 左京区の現状と課題 
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中期的な取組目標となる左京区行政運営の基本方針は次のとおりです。 

これは，左京区基本計画の３本柱である「区民の生活を支えるまちづくり」，「左

京区の魅力を高めるまちづくり」，「区民と行政のパートナーシップによるまちづく

り」に基づいて定めています。 

 

 

 

１ 心安らぎ住みよい地域づくり 

    人と人とのつながりを大切にする地域コミュニティの活性化を図るとともに，

ひとりひとりが個人として厚く尊重され，すべての区民がいきいきと暮らせるま

ちを目指します。また，保健や福祉などの区民の生活にかかわる施策・事業を充

実するとともに，地域の安全を確保できるよう防災機能の強化を図るなど，子ど

もから高齢者までのすべての区民が安らぎを感じ，すこやかに生活できる地域づ

くりを進めます。 
 
２ 豊かな自然に彩られたうるおいのある環境づくり 

     ごみの減量やリサイクルの推進など区民ひとりひとりによる日常的な取組を促

進するとともに，豊かな自然環境を生かして地域の活性化を図ることにより，生

命の息吹きに満ちた緑や川と美しいまちを私たちの宝として守り，心豊かに暮ら

すことのできるうるおいのある環境づくりを進めます。 
 

 

 

 

１ 歴史・文化の息づいた魅力と活力あふれるまちづくり 

    悠久の歴史に育まれた伝統・文化や景観を私たちの宝として守り受け継ぎ，広

く区民が共有することで，それらの魅力をさらに高めるとともに，貴重な観光資

源としてまちづくりに生かします。また，大学と地域との連携を進めていくこと

などにより，進取の気風を生かした新たな夢と未来を創造し続け，すべての区民

が活気と誇りを持ち，いきいきと活躍できるまちの実現を目指します。 
 
２ やま・さと・まちを支える基盤づくり 

    北部地域の生活を支える水道や道路などの都市基盤の整備をはじめ，中・南部

地域においても，都市機能の充実が求められており，やま・さと・まちを支える

基盤づくりを進めます。 

Ⅰ 区民の生活を支えるまちづくり 

第２ 左京区行政運営の基本方針 

Ⅱ 左京区の魅力を高めるまちづくり 
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１ 区民に信頼される区役所づくり 

    行政サービスを高めていくため，保健所を含めた新たな総合庁舎を建設し，防

災や様々な区民活動のネットワークの拠点として整備を進めます。また，広聴・

広報を充実し，区民との対話を深めるとともに，必要な施策・事業を的確かつ迅

速に実行することにより，区民から信頼され，親しまれる区役所を目指します。  
 
２ ふれあいを広げるネットワークの構築によるまちづくり 

 地域内のふれあいから国際的な交流まで，まちの主役である区民が様々な出会

いを通じて活動の場を広げ，個性豊かに輝くことができるよう様々なネットワー

クを構築し，魅力あるまちづくりを進めます。 
 

 

 

 

 

（参考）京都市基本構想・京都市基本計画・左京区基本計画・左京区運営方針の関係

 

 

 
京都市基本計画 
（平成１３年～２２年） 

 

 

 

左京区運営方針 
（平成１８年度） 

 
 

左京区基本計画
（平成１３年～２２年）

 

 

 

 

市政の基本方針  京都市基本構想（平成１３年～３７年） 

１ 区民の生活

を支えるまち

づくり 

２ 左京区の魅

力を高めるま

ちづくり 

３ 区民と行政

のパートナー

シップによる

まちづくり 

Ⅲ 区民と行政のパートナーシ

ップによるまちづくり 

１ 区民に信頼される区役所づくり 

２ ふれあいを広げるネットワーク

の構築によるまちづくり 

Ⅱ 左京区の魅力を高める

まちづくり 

１ 歴史・文化の息づいた魅力と活力

あふれるまちづくり 

２ やま・さと・まちを支える基盤づ

くり 

Ⅰ 区民の生活を支えるま

ちづくり 

１ 心安らぎ住みよい地域づくり 

２ 豊かな自然に彩られたうるおい

のある環境づくり 

第２ 左京区行政の運営方針 

Ⅲ 区民と行政のパートナーシップによるまちづくり 
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 左京区行政運営の基本方針に従って，平成１８年度の重点方針と重点事業を次の

とおり定め，区民とのパートナーシップを基本に，事業の着実な推進を図ります。 

 

 

 

１ 心安らぎ住みよい地域づくり 

 
（１）ひとりひとりが個人として厚く尊重されるまちづくり 

   人権意識の向上を図り，区民ひとりひとりが個人として厚く尊重されるま

ちの実現を目指します。 

 

 

 
日々の暮らしの中に人権を大切にし，尊重

し合う習慣が根付いた人権文化の息づくまち

の実現を目指し，人権の大切さを広く区民に

訴えていく取組を進めます。 
・憲法月間（５月）の取組の実施 

（まちづくり推進課） 
・人権強調月間（８月）の取組の実施  

      （まちづくり推進課） 
・人権月間（１２月）の取組の実施（まちづくり推進課） 
・各コミュニティセンターにおける人権啓発事業の推進 

      （岡崎コミュニティセンター，錦林コミュニティセンター，養正コミュニティセンター） 
 

 

 

 
精神に障害がある方が安心して暮らしていくことができるまちづくりを

目指して発足した「左京こころのふれあいネットワーク」の事業として，

精神に障害がある方の地域内での交流と理解を深めることを目的とした

「心ときめき芸術祭」の開催をはじめ，「ネットワーク新聞」の発行や施設

交流卓球大会等の開催により，精神に障害がある方の社会参加や区民への

啓発等を促進します。 
 

 

第３ 平成１８年度重点方針・重点事業 

重点事業 

継続

人権文化の構築に向けた取組の推進 

重点事業 「左京こころのふれあいネットワーク」による取組の推進（健康づくり推進課）

継続

Ⅰ 区民の生活を支えるまちづくり 

平成１７年度 人権月間 
「心のふれあいみんなの広場」人権コンサート
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（２）地域コミュニティの活性化 

    少子長寿化・核家族化の進展に伴って，地域のつながりやコミュニティ意

識が薄れてきている現状を踏まえ，地域コミュニティの活性化に向けた支援

を進めます。 
 

 

 
地域コミュニティを強める契機となるよう，

多様な世代の区民の出会い，ふれあいの場と

して，区民ふれあい事業を展開します。なお，

より幅広い交流を図ることができるよう，引

き続き様々な手法を検討します。 
・左京区民煎茶会の開催 
・左京区民ふれあいまつりの開催 
・左京区民ふれあいウォーキングの開催  
・左京区民正月いけ花教室の開催 
・左京区民文化フェスティバルの開催 
・左京区民作品展の開催 

        
 
 
 
 

（３）地域の安心・安全を守るネットワークづくり 

    少子長寿化や核家族化など急激な社会情勢の変化に伴って，地域のつなが

り・コミュニティが希薄化し，日常生活にかかわる課題・問題が複雑・多様

化しています。このような中，京都ならではの自治の伝統に培われた住民や

関係機関・団体とのパートナーシップにより，地域での安心安全ネットワー

クを構築し，安心・安全のまちづくりを進めます。 
 

 

 
平成１７年度モデル地区として実施した吉田地域と北白川学区に引き続

き，４学区（予定）において安心安全ネットワークを構築し，その学区の

特性に沿った取組を進めます。 
        
 

 

重点事業 

重点事業 

継続

発展

予算額は･･･（１８年度） 

565 万円（全市合計） 

第３ 平成１８年度重点方針・重点事業 Ⅰ 区民の生活を支えるまちづくり 

区民ふれあい事業の推進（まちづくり推進課） 

地域の安心安全ネットワークの形成（まちづくり推進課） 

平成１７年度左京区民煎茶会

平成１７年度左京区民ふれあいウォーキング 
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（４）安心して子育てができる環境づくり 
    子育てを家庭だけの責任にとどめるのではなく，地域でのネットワークや

保健分野の専門家によるきめの細かい子育て支援により，安心して子育てが

できる環境づくりを進めます。 
 

 

 
子育てに対する不安や悩みの軽減・解消と児童虐待の防止等を目的とし

て，地域や関係機関におけるネットワークの充実を図り，きめ細かな対応

ができるように努めます。 
     

 

 

 
子育てに対して不安や孤立感等を抱えるなど，育児への支援を必要とし

ながらも，自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭を早期に把

握し，専門職員による家庭訪問を通じて積極的な育児支援を行います。 
 

  

 

 
保護者の育児不安を軽減するため，保健所や

地域において，保健師や医師，歯科衛生士，栄

養士などによる母子保健に関する知識・情報，

技術の提供を行うとともに，保護者同士の交流

を図り，子どもを安心して生み育てる環境づく

りを進めます。 
 

 

 

 

 
少子化が著しく，保育環境の整備が求められる北部山間地域において，

地域住民とのパートナーシップの下，昼間里親制度を活用することにより，

子育て支援の充実を図ります。 
 
 

 

重点事業 

発展

子育て支援及び児童虐待防止のためのネットワークの充実（支援課）

重点事業 

継続

重点事業 

継続

育児支援家庭訪問事業の実施（支援課，健康づくり推進課） 

すくすく親子教室の開催（健康づくり推進課） 

すくすく親子教室 

新規

関連する局事業 北部地域での保育環境の整備（保健福祉局） 
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自然や人との触れ合いや様々な体験を通じて，子どもたちの感性を豊か

にし，次代の京都を担う人材を育む場を創出するため，宝が池公園「新・

子どもの楽園」を整備します。 
 

 

 

 

 
地域住民とのパートナーシップの下，別所小学校，八桝小学校，花背第

一中学校，花背第二中学校，堰源小・中学校を統合し，平成１９年４月の

小中一貫校の創設に向け，取組を進めます。 
 

※ 小中一貫校は，当初，別所小・花背第一中学校敷地に設置。平成２１年４月に花背第二中学校

敷地に整備する新校舎へ移転予定。 
 
 
 

（５）高齢者がすこやかに暮らせるまちづくり 

    豊かで活力のある長寿社会の実現に向けて，住み慣れた地域ですこやかに

長寿を楽しむことのできるまちづくりを推進します。 
 

 

 
高齢者が住み慣れた地域で尊厳のあるその人らしい生活を継続できるよ

うに，地域包括支援センター（※）を核とする介護予防の取組を支援すると

ともに，高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスを提供する

ことにより，保健医療の向上，福祉の増進を総合的に推進します。 
 
※ 地域包括支援センター 

介護保険制度の改正に伴って，新たに設置する地域の中核機関。各種相談，必要な制度を利

用するための支援，介護予防，ケアマネージャーへの指導・助言，ネットワークづくりなどを

行う。 
 

 

 

 
認知症の人やその疑いのある人とその家族を対象に，専門医等が相談を

重点事業 介護予防の推進と地域包括ケアの強化（福祉介護課，支援課，健康づくり推進課）

重点事業 

継続

高齢者こころの相談の実施（健康づくり推進課） 

新規

関連する局事業

新規

予算額は･･･ 

2 億 9,100 万円（１８年度）

３億 6,900 万円（１９年度）

関連する局事業

宝が池公園「新・子どもの楽園」整備（建設局） 

北部地域での学校教育の充実（教育委員会） 

新規

第３ 平成１８年度重点方針・重点事業 Ⅰ 区民の生活を支えるまちづくり 
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行います。 
 

 

 

 
北部地域において２４時間３６５日の安心を

提供するため，新たに小規模多機能型居宅介護

拠点（※）及び小規模特別養護老人ホームを設置

し，高齢者福祉の拠点整備を行います｡ 
    
 

 

 

 
※ 小規模多機能型居宅介護拠点 

切れ目のない在宅サービスを一体的・複合的に提供できる地域密着型の拠点。施設利用者の

日中の通い・一時的な宿泊，ホームヘルパーの派遣などのサービスを提供できる機能を備えて

いる。 
 

 

 

 
久多診療所の老朽化による建替えに際し，長寿化の著しい久多地域に配

慮し，久多いきいきセンター隣接地への建設や，バリアフリーへの対応に

より，利便性の向上を図ります。 

     
 
 
 

（６）心身ともに健康に暮らせるまちづくり 

    各種の健康相談・健康診査の実施や様々な感染症の対策などを進めること

により，区民の健康増進や病気の予防を支援します。また，食の安心・安全

対策や衛生的な生活環境づくりを推進します。 
 

 

 
結核対策，ポリオ等の予防接種，Ｏ－１５７等腸管出血性大腸菌予防対

策，エイズ対策など，様々な感染症対策を実施します。 

 
新規

新規

重点事業 

継続

感染症対策の実施（健康づくり推進課） 

予算額は･･･ 

6,000 万円（１８年度）

1,500 万円（１９年度）

予算額は･･･（１８年度）

2,000 万円 

関連する局事業

関連する局事業

北部地域における高齢者福祉施設の整備（保健福祉局） 

久多診療所の整備（保健福祉局） 

高齢者福祉施設建設予定地
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食品の監視・検査等により，食の安心・安全対策を進めるとともに，快

適な住まいと生活を守るための環境衛生関係施設への監視・指導など，衛

生的な生活環境づくりを進めます。 
 

 

 

（７）災害に強い安心・安全なまちづくり 

    地震や水災等から被害を最小限度に抑えるため，地域住民や防災関係機関

と連携をさらに深め，防災機能の強化を図ります。 
 

 

 
大規模な災害の発生を想定し，地域住民と

防災関係機関が初期対応訓練や応急対策等訓

練をはじめとする訓練を実施します。 
        

 
 

 
 

  

 
左京区防災会議を中心に地域コミュニティの中におけるネットワークを

形成し，住民と行政，さらに企業者を含め，パートナーシップによる連携

の下，災害に強い安心・安全な左京区のまちづくりに取り組みます。 
 

 

 

 
地域住民による自主防災部（町内単位）の防災行動計画の作成など，地

域の実情に応じた防災活動を推進するとともに，自主防災組織や市民が参

加する市民防災会議「左京区防災フォーラム」において，防災活動に関す

る報告や意見交換等を行うことにより，地域の防災対応力の向上を図りま

す。  

 

重点事業 

継続

食品衛生・生活衛生の推進（衛生課） 

重点事業 

継続

重点事業 

継続

防災関係機関と地域住民とのパートナーシップによる防災対策の推進（総務課）

左京区総合防災訓練の実施（総務課） 

関連する局事業 地域の災害対応力の向上（消防局左京消防署） 

継続

平成１７年度左京区総合防災訓練

第３ 平成１８年度重点方針・重点事業 Ⅰ 区民の生活を支えるまちづくり 
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 （８）鳥獣被害に対する取組の推進 

左京区は，区域に多くの山林を抱えており，山間部やその隣接地域では，

猿，猪，鹿などの鳥獣が農作物を荒らしたり，ときには住居に侵入する被害

も発生しているため，貴重な鳥獣との共生という視点も踏まえつつ，鳥獣被

害を防止する取組を進めます。 

  

 

 
猿や猪等による生活環境への被害が増えていることから，地域住民，鳥

獣保護員と関係行政機関との連携をさらに深め，より機動的な鳥獣被害の

防止に向けた取組を進めます。 
    

 

 

 

 
農林作物に被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲や追払い，共同防除施設の設置

支援等を実施します。 
 

 

 

 

 

２ 豊かな自然に彩られたうるおいのある環境づくり 

  

（１）環境への負担の少ないまちづくり 

左京区の美しい自然を守り，自然との共生を図るため，環境保全の取組を

進め，環境への負担の少ないまちを目指します。 
 

 
 
地域の一斉清掃などのまちの美化活動を支援するとともに，廃食用油の

回収について，回収拠点の拡大や地元団体との連携による普及に努めるな

ど，リサイクルの推進や身近な環境保全の取組を進めます。 
 

 

重点事業 

発展

重点事業 継続

発展

鳥獣による生活環境への被害対策の推進（まちづくり推進課） 

発展

予算額は･･･（１８年度新規） 

300 万円（全市合計） 

予算額は…（１８年度） 

3,844 万 1 千円（全市合計）

関連する局事業 有害鳥獣被害防止対策事業・森林等被害防止対策事業の実施（産業観光局）

まちの美化活動やリサイクルの取組の促進（まちづくり推進課）
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    左京区役所において，昨年度「ＩＳＯ１４００１環境マネジメントシス

テム」の認証を取得したことを踏まえ，引き続き，庁内を挙げて環境保全

の取組を進めます。 

 

 

 

 
住民の健康で快適な生活の確保や下流域，さらには観光地の水環境の保

全を図るため，特定環境保全公共下水道事業を実施します。平成１８年度

は，事業認可に向けた調査・設計を行います。 
 

 

 

 

（２）農村環境を生かした地域の活性化 

農村環境を生かした観光農村を育成するとともに，農業と観光の連携による

都市と農村の交流を促進することにより，地域の活性化を図ります。 

 

  

 
豊かな自然環境と歴史・文化資源が調和した田園風景の広がる大原にお

いて，美しい農村景観や自然を生かし，農村のよさを実感できる観光農村

の育成を図ります。     

新規

予算額は･･･（１８年度）

2,900 万円 

重点事業 

継続

左京区役所における「ＩＳＯ１４００１」の取組の推進（総務課）

関連する局事業 大原地区観光農村育成事業の実施（産業観光局北部農業指導所）

新規

予算額は…（１８年度）

2,500 万円 

関連する局事業 周辺地域総合下水処理対策の推進（総合企画局） 

第３ 平成１８年度重点方針・重点事業 Ⅰ 区民の生活を支えるまちづくり 
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１ 歴史・文化の息づいた魅力と活力あふれるまちづくり 

 
（１）大学のまち・左京の推進 

    左京区には数多くの大学や大学関係施設があり，その特性を生かして大学

と地域との交流を図るとともに，大学・学生等と地域住民とが協働してまち

づくりへ参画することを促進し，進取の気風を生かした魅力あるまちの創生

を図ります。 
 

 

 
大学・学生等と区民とが交流を図ることのできる事業や大学・学生等と

区民とが協働して行う事業に対し，助成金の交付や広報による支援等を行

います。 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）歴史ある文化の保存・継承と新たな区民文化の創造 

    左京区には，数々の名勝・社寺・史跡等が点在するとともに，祭事・伝統

芸能などの多くの無形の文化財が伝承されています。こうした地域に息づい

ている伝統文化を広く区民と共有し，守り育てるとともに，新たな区民文化

を創造することにより，まちの活性化を図ります。 

重点事業 

発展

左京区 大学と地域の相互交流促進事業の実施（総務課） 

Ⅱ 左京区の魅力を高めるまちづくり 

ごみ削減プロジェクト実行委員会（京都大学） 
スーパーの行う環境対策：優良モデルの探し出しと広報

京都造形芸術大学 
大原エコミュージアム計画・作品展および発表会

京都精華大学「アーバントラップ」 
子どもたちの自由な発想を育む芸術活動 

平成１７年度 左京区 大学と地域の相互交流促進事業 助成対象事業 
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左京区内の伝統行事・芸能を保存・継承していくため，区内の大学・企

業・ＮＰＯ法人等の協力の下，保存会等のネットワークによる相互の連携・

協力を推進するとともに，伝統行事で培われた貴重な技術を中心に映像で

記録し，保存・継承に活用します。また，左京区内の主な伝統行事・芸能

を紹介する映像を観光振興用に作成し，ホームページや観光事業者による

活用を図ります。 

 

 

※ 区政策提案予算については，２３ページを参照してください。 

 

 

 

 
左京に伝わる伝統文化を再発見・再認識し，今後の

まちづくりに生かしていくため，シンポジウム「左京

に息づく文化のつどい」を開催します。 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
これまで継承されてきた文化や伝統芸能の

        再発見や，区民による身近な文化のさらなる

     創造を図るため，区民ふれあい事業を展開し

         ます。 
・左京区民煎茶会の開催 
・左京区民正月いけ花教室の開催 
・左京区民作品展の開催 
・左京区民文化フェスティバルの開催 

 

 

重点事業 

継続

シンポジウム「左京に息づく文化のつどい」の開催（総務課） 

重点事業 

新規

重点事業（再掲） 

継続

左京に息づく伝統文化の保存・継承と観光の振興 ～京都創生へ左京から～（総務課）

区民ふれあい事業の推進（まちづくり推進課） 

予算額は…（１８年度）

600 万円 

第３ 平成１８年度重点方針・重点事業 Ⅱ 左京区の魅力を高めるまちづくり

平成１７年度のシンポジウム 
「左京に息づく文化のつどい」

平成１７年度左京区民正月いけ花教室

区政策提案予算 
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２ やま・さと・まちを支える基盤づくり 

 

（１）北部地域の生活を支える都市基盤等の整備 

左京区の北部地域は，人口が著しく減少するとともに，長寿化が進行して

おり，将来にわたって安心して住み続けられるようにするため，交通基盤や

福祉等の充実を図るなど，生活を支える都市基盤等の整備を進めます。 
 

 

 
北部地域で課題となっている買物環境の整備，交通機関の確保，高齢者

福祉の確保，保育環境の整備，学校教育の充実などに向け，地域住民によ

る自主的なまちづくり活動を支援します。 
 

 

 

 
冬期の降雪や冷え込みが著しい左京区北部地域において，交通の安全と

住民負担の軽減を図るため，平成１７年度に引き続き，凍結防止剤の機械

散布を地域住民主体で実施します。 

     

 

 

 
京都広河原美山線や一般国道４７７号，大原花背線など，引き続き北部

地域と市街地を結ぶ道路網の整備を進めます。 

・京都広河原美山線（鞍馬北，二ノ瀬バイパス） 
・一般国道４７７号（大布施拡幅，小出石バイパス） 
・大原花背線 

・大原通 

    
 

 

・別所，百井，広河原・花脊（北部），久多地区整備 
 
 
 

重点事業 

継続

北部地域の活性化（総務課，まちづくり推進課） 

関連する局事業

関連する局事業

北部地域での凍結防止対策の改善（建設局） 

北部地域と市街地を結ぶ道路網等の整備（建設局） 

関連する局事業 

予算額は…（１８年度） 

9 億 976 万 4 千円（全市合計）

地域水道整備事業の実施（上下水道局） 

継続

継続

継続
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（２）市街地における道路交通環境と景観の改善 

    中・南部地域の市街地において，道路の整備，電線類地中化，放置自転車

対策を推進し，安全で快適な道路交通環境の改善や市街地の景観の改善を図

ります。 
 

 

・神宮道（仁王門通～三条通）  
・丸太町通（東大路通～川端通） 
・仁王門通（東大路通～南禅寺橋）  継続  

   
 予算額は…（１８年度） 

1３億 2,032 万円（全市合計）

関連する局事業（再掲） 周辺地域総合下水処理対策の推進（総合企画局） 

関連する局事業 電線類地中化の実施（建設局） 

新規

予算額を示している事業は，新規または継続

事業のうち，予算化された主な事業です。 

新規

第３ 平成１８年度重点方針・重点事業 Ⅱ 左京区の魅力を高めるまちづくり
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１ 区民に信頼される区役所づくり 

  
 （１）区民サービス向上のための取組の推進 

区民に信頼され，親しみやすく利用しやすい区役所となるよう，職員研

修の充実等を通じて親切・丁寧な市民応対を徹底し，区民の立場に立った

サービス向上に努めます。 

 
 
（２）新総合庁舎の建設に向けての取組の推進 

新たな総合庁舎の建設に向けて，区民にとって親しみやすく，利用しや

すい庁舎とするため，区民とのパートナーシップにより取組を進めます。 
  

 

 
平成２１年度の着工に向けて，法規制，施設の規模や

機能，利便性，安全性，バリアフリーや環境面で配慮す

べき事項など，基本的な項目の検討を行い，庁舎整備基

本計画を策定します。 

庁舎整備基本計画の策定に当たっては，親しみやすく

利用しやすい庁舎となるよう，市民参加のワークショッ

プ等を実施するなど，区民とのパートナーシップにより

取組を進めます。  
また，ＰＦＩ（※）手法をはじめ，効率的かつ最適な整

備手法について調査を行います。 
 
建設予定地：松ヶ崎修理式町他 

（京都簡易保険会館跡地）  
 

※ ＰＦＩ 
Private Finance Initiative の略。これまで公的部門によって行われてきた社会資本の整備・

運営等を，民間の資金，経営能力，技術力を活用して行う新しい社会資本整備の手法。 
 

 

（３）市民しんぶんやホームページ等による情報発信 

市民しんぶん左京区版「左京ボイス」やホームページ，その他各種のパ

 

重点事業 新左京区総合庁舎の整備（総務課，文化市民局） 

新規

予算額は…（１８年度）

700 万円 

Ⅲ 区民と行政のパートナーシップによるまちづくり 
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ンフレットの発行等により，最新の行政情報などをわかりやすく提供しま

す。 
 

 

 （４）区民の意見等の的確な把握 

    市会議員，市政協力委員連絡協議会，各種団体等との連携をさらに深める

ことにより，区民の思いや意見等の的確な把握に努めます。 

 

 

２ ふれあいを広げるネットワークの構築によるまちづくり 

 

（１）様々なネットワークの構築によるまちづくり 
   地域の安全，防災，福祉をはじめとする様々な分野において，区民と行政

とのパートナーシップに基づく緊密なネットワークにより，安心して住み続

けられる魅力あるまちづくりを進めます。 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

（２）区民とのパートナーシップの推進 

区民と行政との連携に基づいて，区民相互や区民と行政機関等との交流の

場を設け，区民参加によるまちづくりを推進します。 
   

 

 
左京区基本計画推進プロジェクトチームと区民とのパートナーシップの

下，「大学のまち・左京の推進」，「知られざる歴史的文化遺産の再発掘とま

ちづくり資源としての整備」及び「北部地域の緑を生かした活性化」の各

分野における取組を進めます。 

子育て支援及び児童虐待防止のためのネットワークの充実（支援課）

防災関係機関と地域住民とのパートナーシップによる防災対策の推進（総務課）

地域の安心安全ネットワークの形成（まちづくり推進課） 

「左京こころのふれあいネットワーク」による取組の推進（健康づくり推進課）

介護予防の推進と地域包括ケアの強化（福祉介護課，支援課，健康づくり推進課）

重点事業 

継続

左京区基本計画推進プロジェクトチームによる取組の推進（総務課） 

重点事業（再掲） 

重点事業（再掲） 

重点事業（再掲） 

重点事業（再掲） 

重点事業（再掲） 

重点事業（再掲） 左京に息づく伝統文化の保存・継承と観光の振興 ～京都創生へ左京から～（総務課）

第３ 平成１８年度重点方針・重点事業 Ⅲ 区民と行政のパートナーシップによるまちづくり 
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左京区運営方針に基づいて，施策・事業を着実に推進するため，区民の自主的な

活動と協働するための仕組みづくりを進めるとともに，区内の関係機関とのネット

ワークの構築を図ります。併せて，区役所機能を強化し，市役所各局との連携を進

めます。 
 
 
 
 提案・提言を行う区民参加の機関として，左京区基本計画の施策・事業の進ちょ

く状況を管理するとともに，左京区基本計画の円滑な推進を図ります。 
 【構成団体】（五十音順） 

 左京医師会，左京区交通安全会連合会，左京区市政協力委員連絡協議会，左京

区社会福祉協議会，左京区身体障害者団体連合会，左京区体育振興会連合会，左

京区地域女性連合会，左京区民生児童委員会，左京区民ふれあい事業実行委員会，

左京区役所，左京区老人クラブ連合会，左京消防団，左京女性連絡協議会，左京

保健協議会連合会，高野ウエスト商店街振興組合，北部５地域自治振興会  
 
 
 
 
 左京区内で活動している各種団体，ＮＰＯ等は，区政を進めるうえで大きな役割

を果たし，左京区のまちづくりを支えています。こうした各種団体，ＮＰＯ等との

連携の一層の強化を図り，区民の自主的な活動を支援します。 
 

 
 
 
 左京区に設置されている行政機関の連携を深め，区内の情報の共有と課題の解決

に向けた分野横断的な協議・調整を行う機関として，区長，副区長，区内の事業所

の長，その他本市内外の関係機関の長などで構成する左京区行政推進会議を運営し，

区行政を総合的に推進します。 
【構成団体】 

左京区役所，左京まち美化事務所，北部農業指導所，左京土木事務所，左京消

防署，交通局烏丸営業所錦林出張所，上下水道局左京営業所，上下水道局疏水事

第４ 組織の運営方針 

区民の自主的な活動と協働するための仕組みづくり 

左京区まちづくり推進会議の運営 

区民の自主的な活動と協働するための仕組みづくり 

各種団体，ＮＰＯ等との連携 

区内の関係機関とのネットワークづくり 

左京区行政推進会議の運営 
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務所，上下水道局きた管路管理センター東部支所，左京区内の小中学校（代表３

校），川端警察署，下鴨警察署，左京区社会福祉協議会 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４ 組織の運営方針 

－各構成団体が平成１８年度に重点的に取り組む事業は以下のとおりです－ 

 左京まち美化事務所  
・家庭ごみ収集における有料指定袋制の実施 

ごみ総排出量削減を図るため，ごみの発生抑制に効果的な家庭ごみ収集における有

料指定袋制を実施する。 
 

 北部農業指導所  
・大原地区観光農村育成事業（再掲） 

・ふるさと森都市フェスティバル 
緑豊かな自然と伝統文化等の魅力あふれる左京区北部農林業地域を市民に知っても

らうとともに，都市住民との交流を通じて，地域の振興を図る。 
 

 左京消防署  
・消防署の回覧板 

｢消防署の回覧板｣を無火災推進日に回覧し，防火の話合いや自主点検をしてもらう

ことにより，各家庭の防火能力の向上を図る。 

・住宅用火災警報器の設置促進 
住宅用火災警報器の設置が義務付けられたことを広く知ってもらうため，自主防災

会や自主防災部を対象に啓発を行うとともに，悪質訪問販売への注意の喚起を行う。

・身近な地域の市民防災行動計画づくり（再掲） 

・家具転倒防止対策の推進 
自ら避難することが困難な高齢者宅などの寝室内の家具に，無料で家具転倒防止器

具を取り付けるとともに，家具転倒防止対策の必要性を啓発し，地域全体に家具転倒

防止対策の普及を行う。 

・市民防災会議（左京区防災フォーラム）の開催（再掲） 
 

 上下水道局疏水事務所  
・「哲学の道」桜並木保全育成 

地域住民とのパートナーシップの下，｢哲学の道｣の桜並木の保全や育成を行う。 
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 きめ細かな行政サービスの効率的な提供を目指し，業務・組織を運営する区役所

経営の観点から，左京区の課題の認識を共有するとともに，左京区基本計画の推進，

左京区運営方針の策定・進行管理，各部署間の連携の一層の促進を図ります。 
 【構成メンバー】 
  区長，部長級職員，課長級職員 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区役所機能の強化 

左京区役所経営会議の運営 

２１世紀の左京区のまちづくり 

 

 

課題：人権，コミュニティ，安心・安全，少子化，長寿化， 

有害鳥獣，環境，北部地域の活性化，観光振興など 

わたしたちのまち 左京

 
 

左京区民ふ

れあい事業

実行委員会 

左京区市政

協力委員連

絡協議会 

左京区民 

各種団体，ＮＰＯ，事業者等 

各種団体，ＮＰＯ，事業者等 

左京区まちづくり推進会議による進ちょく管理・推進 

左京区基本計画に基づく施策・事業の推進 

年度毎の左京区運営方針による施策・事業の推進 

 
 

○市役所各局・事業所 
○京都府関係機関 
○その他関係機関 

左京区役所 

左京区行政推進会議

左京区役所経営会議 

区内行政機関の連携
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 左京区は，美しく豊かな自然や長い歴史に培われた伝統文化を守り伝えるととも

に，「進取の気風」を生かして，すばらしい発展を遂げてきました。 
左京区役所では，このような左京区の特性を踏まえ，区民の視点に立った良質な

サービスの提供と適切・公正な事務の執行等の「区役所の原点」や左京で培われた

伝統をしっかりと守っていく一方，区政改革や職員の意識改革を積極的に推進する

など，〔守る左京・変わる左京〕をキーワードに区役所の改革に向けた取組を進めま

す。 
 

 
     

 
 左京区は昭和４年に誕生し，その２年後の昭和６

年に現在の庁舎が建設されました。その後，７５年

が経過し，庁舎の老朽化や狭あい化が目立つように

なっています。また，保健所の庁舎が離れて建って

いることや駐車場が狭いことなど，来庁者にとって

利用しにくい状況があります。 

このような状況を改善するため，保健所を統合し

た新しい総合庁舎を松ヶ崎に建設し，区役所は移転することになりました。新しい

総合庁舎は，平成２１年度に着工する予定で，今後，区民とともに，利便性や安全

性，ユニバーサルデザイン，環境などに配慮し，利用しやすい庁舎となるよう検討

を重ねていきます。 

 また，左京区役所では，庁舎だけを新しくするのではなく，左京区役所の中身そ

のものから区民に信頼され，親しみやすい区役所となるよう，職員の意識改革を図

るなど，区役所の改革を進めます。 

 

（１）区民参加による新しい区役所づくり 

区役所は，区民の生活にとって最も身近な行政機関であり，新庁舎建設に当た

っては，区民意見を庁舎整備基本計画に反映させることが大切です。区民参加に

よるワークショップを開催し，区民にとって親しみやすく利用しやすい区役所づ

くりに向けて，意見交換等を行います。 

  

（２）庁内ワーキングによる新しい区役所づくり 

  新しい区役所を目指すに当たっては，市民応対の重要性を改めて認識していく

ことが必要です。庁内ワーキングを通じて，職員自らが課題を出し合うことによ

 

守る左京 変わる左京

新しい左京区役所を目指す取組の推進 

第５ 区役所の改革に向けた取組 守る左京 変わる左京

1 

現在の左京区総合庁舎 
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り，意識改革を推し進めるとともに，区民の視点に立ち，満足度の高いきめ細か

なサービスを提供できる区役所づくりを進めます。 

   

 

  
     

 
 京都市では，個性を生かした魅力あるまちづくりの推進と，市民の目線で良質な

サービスを提供できる区役所づくりに向けて，全庁を挙げて積極的に区政改革を推

進しています。 

この一環として，平成１７年度から「区政策提案予算システム」を実施していま

す。これは，区役所が区民の声を踏まえて抽出した区の重点課題に基づき，施策の

提案や，区役所独自事業の企画・予算要求を行っていく新たなシステムです。この

システムを用いて事業を行うことにより，区の特性を生かしながら，区民との緊密

なパートナーシップによる区政の推進を目指しています。 

 

左京区役所では，この予算システムを用いて，平成１８年度に「左京に息づく伝

統文化の保存・継承と観光の振興 ～京都創生へ左

京から～」を企画・実施します。 

これまで，左京区役所では，左京区に保存・継承

されている伝統文化を通じて，まちの魅力を再発

見・再認識し，今後のまちづくりに生かすため，左

京区基本計画推進プロジェクトチームと区民とのパ

ートナーシップの下，「知られざる歴史的文化遺産

の再発掘とまちづくり資源としての整備」の取組を

進めてきました。この取組の一環として，平成 1６年度にはシンポジウム「左京に

息づく火の文化」，平成１７年度には「左京に息づく文化のつどい」を開催しました。 

平成１８年度に実施する「左京に息づく伝統文化の保存・継承と観光の振興」は，

その経過を踏まえ，区内に数多くある伝統行事・芸能を保存・継承していくため，

区内の大学・企業・ＮＰＯ法人等の協力の下，保存会等のネットワークによる相互

の連携・協力を推進するとともに，伝統行事・芸能を映像化することにより，保存・

継承や観光の振興に活用するという事業です。 

 

この事業を実施することにより，左京で培われたすばらしい伝統を守り，行政と

区民とのパートナーシップや地域間のネットワークの一層の強化を図るとともに，

この事業を契機として，区役所の改革のさらなる推進を図ります。 

 

2 守る左京 変わる左京

左京に息づく伝統文化の保存・継承と観光の振興 ～京都創生へ左京から～

平成１７年度のシンポジウム 
「左京に息づく文化のつどい」
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 総合企画局  
 ○周辺地域総合下水処理対策の推進（調査・設計） 【新規】 〈p.12〉 
 
 文化市民局  
 ○左京区総合庁舎整備 【新規】 〈p.17〉 

○野生鳥獣対策 【新規】 〈p.11〉 
○地域の安心安全ネットワークの形成 〈p.6〉 

 ○伝統行事助成 五山送り火に対する助成 
 
 産業観光局  
 ○大原地区観光農村育成事業 【新規】 〈p.12〉 
 ○岡崎桜回廊十石舟めぐり 
 ○有害鳥獣被害防止対策事業 〈p.11〉 

○林道改良事業 久多尾越線改良 
○静原地区農業基盤整備促進事業 
○森林等被害防止対策事業（有害鳥獣捕獲など） 〈p.11〉 

 
 保健福祉局  
○北部地域における小規模特別養護老人ホーム及び小規模多機能型居宅介護拠点整備助成 
 「花友はなせ（仮称）」 【新規】 〈p.9〉 

 ○小規模多機能型居宅介護拠点整備助成「ガーデンハウス下鴨（仮称）」 【新規】 
○久多診療所整備 【新規】 〈p.9〉 
○北山ふれあいセンター（仮称）整備（実施設計等） 
○知的障害者入所更生施設整備助成（新設） 「ハイツ若葉（仮称）」 【新規】 
  

 都市計画局  
 ○急傾斜地崩壊防止対策事業（府事業） 左京区北白川丸山町急傾斜地崩壊防止工事費の一部

負担 
○公営住宅建替事業 東天王町市営住宅建設 ５２戸  

  
 建設局  
 ○電線類地中化 神宮道（仁王門通～三条通） 【新規】 〈p.16〉 
         丸太町通（東大路通～川端通） 【新規】 〈p.16〉 

○電線類地中化・歩道整備 仁王門通（東大路通～南禅寺橋） 〈p.16〉 
○道路整備 京都広河原美山線（二ノ瀬バイパス，鞍馬北） 〈p.15〉 

一般国道４７７号（大布施拡幅，小出石バイパス），大原花背線，大原通 〈p.15〉 
 ○普通河川改良 鞍馬川，宮川 
 ○幹線排水路改良 大原草生 

○都市河川整備 白川，岩倉川 
 ○宝が池公園「新・子どもの楽園」整備 【新規】 〈p.8〉 

○洛北第二地区土地区画整理事業（継続） 
 ○岩倉長谷地区，洛北第三地区土地区画整理事業（組合施行，継続） 

 
 上下水道局  
 ○地域水道整備事業 別所，百井地区整備 【新規】 〈p.15〉 

広河原・花脊（北部），久多地区整備 〈p.15〉 
 

 教育委員会  
○障害のある児童生徒の教育の推進 総合養護学校版デュアルシステム推進（白河総合養護学

校での企業との連携による長期職業訓練） 
○学校施設の改修（市原野小学校校舎増築など） 
 
 

      ※ 〈 〉内のページは，重点方針・重点事業での説明箇所を示しています。 

第６ 左京区における本市の主要施策 
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 区民の生活を支えるまちづくり 

１ 心安らぎ住みよい地域づくり 

重点事業・関連する局事業 取組内容 担当課・担当局

（１）ひとりひとりが個人として厚く尊重されるまちづくり 

◆人権文化の構築に向けた取組の推進    

・憲法月間，人権強調月間，人権月間の取

組の実施 

・憲法月間 

 街頭啓発 5/16，人権講座 5/27 

・人権強調月間 

 講演の集い 8/27 

・人権月間 

 街頭啓発 11/28，児童絵画展 12/5～

16，心のふれあいみんなの広場 12/11 

まちづくり

推進課 

・各コミュニティセンターにおける人権啓

発事業の推進 

・岡崎コミュニティセンター 

  岡崎人権のつどい 9/9 

・錦林コミュニティセンター 

2005 人権ひろば錦林のつどい 10/22 

・養正コミュニティセンター 

  地域交流イベント 11/5 

岡崎コミュニティ

センター 

錦林コミュニティ

センター 
養正コミュニティ

センター 

 

◆「左京こころのふれあいネットワーク」に

よる取組の推進 

・講演会 7/27 

・ひきこもりの家族交流会 8/31，9/6，9/13 

・ときめき芸術祭 10/27～28 

・「ネットワーク新聞」発行 10/6，2/3 

・施設交流卓球大会 2/16 

健康づくり

推進課 

（２）地域コミュニティの活性化 

 

◆区民ふれあい事業の推進 

・左京区民煎茶会，左京区民ふれあいまつり，

左京区民ふれあいウォーキング，左京区民

正月いけ花教室，左京区民作品展，左京区

民文化フェスティバルの開催 

・煎茶会 6/8 

・ふれあいまつり 7/31 

・ふれあいウォーキング 11/23 

・正月いけ花教室 12/20 

・文化フェスティバル 1/29 

・作品展 2/22～24 

まちづくり

推進課 

（３）地域の安心・安全を守るネットワークづくり 

 ◆地域の安心安全ネットワークの形成 

・吉田地域安心安全まちづくり推進委員会 

  見守り活動，ワークショップ，自転車

安心安全教室，防災研修会の開催等 

・北白川安心安全ネットワーク 

  ワークショップ，見回りパトロール

の実施，自転車安全教室の開催等  

まちづくり

推進課 

（４）安心して子育てができる環境づくり 

◆地域における自主的な子育て支援ネット

ワークづくり 

・４学区（新洞，吉田，北白川，養正）

における学区単位の子育て支援ネッ

トワークの発足 

・４学区（葵，修学院第一，上高野，

松ヶ崎）合同の子育て支援イベント

「親子ふれあい広場」の開催 

支援課 

 

◆すくすく親子教室の開催 

実施回数10回（月1回） 

内容：アレルギー，予防接種，夏に

多い病気，歯の話等 

健康づくり

推進課 

第７ 平成１７年度左京区運営方針の取組状況 
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重点事業・関連する局事業 取組内容 担当課・担当局

 
（関連する局事業） 

◆学童保育待機児童の解消 

・上高野児童館 18 年 4 月 1 日の開館

に向けて建設 

・岩倉南学区における学童クラブ分室

の整備 

保健福祉局

（５）高齢者がすこやかに暮らせるまちづくり 

◆高齢者福祉にかかわる関係団体等との連

携の強化 

・各学区における地域ケア会議の取組の推進 

・在宅介護支援センターと各地域との連携の強化 

・区内の高齢者福祉にかかわる関係団体の連携

強化 

・「保健・医療・福祉をみんなで考えるつどい」

の開催支援 

支援課 

◆高齢者こころの相談の実施 
相談回数12回 相談目的：診断・認知

症の程度，対応の仕方，福祉サービス等 

健康づくり

推進課 

◆転倒予防教室の実施 
実施回数：前期，後期各 10 回コース 

内容：体力測定，運動指導，ミニ講話等 

健康づくり

推進課 

◆北部地域における高齢者福祉施設の在り

方の検討 

北部山間地域高齢者福祉拠点（仮称）

の整備（１８年度）に向けて検討 

 内容：小規模特別養護老人ホーム 

小規模多機能型居宅介護拠点 

 場所：花脊別所町 

総務課， 

まちづくり

推進課， 

福祉介護課

（関連する局事業） 

◆健康すこやか学級の実施 

16 学区（聖護院，錦林東山，上高野等）

で実施 
保健福祉局

 

（関連する局事業） 

◆久多診療所の整備に向けた取組の推進 
整備予定地に係る検討 保健福祉局

（６）心身ともに健康に暮らせるまちづくり 

◆感染症対策の実施 

・結核対策 市民検診・結核検診の実施 

      ＢＣＧ予防接種 毎月 1 回実施 

・予防接種 ポリオ 4 月，10 月実施 

その他 協力医療機関で実施 

・エイズ対策 抗体検査・相談 毎週1回実施 

健康づくり

推進課 

 

◆食品衛生・生活衛生の推進 

・食品衛生 

  食品群（フードチェーン）別食中毒予防指導 

  ノロウィルス食中毒予防指導 

食品適正表示指導等 

・環境衛生 

ねずみ族・昆虫駆除，居住衛生指導 

空気環境の調整指導 

施設の適正維持管理指導 

レジオネラ症発生予防指導等 

衛生課 

（７）災害に強い安心・安全なまちづくり 

◆左京区総合防災訓練の実施 

12/4，修学院小学校，参加約 900 名 
内容：災害対策本部設置・運用訓練，

初期対応訓練，応急対策訓練等 
総務課 

 
◆防災関係機関と地域住民とのパートナー

シップによる防災対策の推進 

区役所，左京消防署，左京土木事務所

によるワーキングの実施・支援体制に

関する情報交換 

（局地的豪雨による浸水等の被害について） 

総務課 

（８）鳥獣被害に対する取組の推進 

 ◆鳥獣被害対策の推進 
区役所・北部農業指導所・鳥獣保護員

の連携による対応 

まちづくり

推進課 

第７ 平成１７年度左京区運営方針の取組状況 
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２ 豊かな自然に彩られたうるおいのある環境づくり 

重点事業・関連する局事業 取組内容 担当課・担当局

（１）環境への負担の少ないまちづくり 

◆まちの美化活動やリサイクルの取組の推

進 

・地域の一斉清掃などのまちの美化活動

への支援 環境美化実践活動：56行事 

・区内廃食用油回収拠点の拡大（56拠点） 

まちづくり

推進課 
 

◆左京区役所における「ＩＳＯ１４００１」

認証の取得 
「ＩＳＯ１４００１」認証取得 9/12 総務課 

 

 

左京区の魅力を高めるまちづくり 

１ 歴史・文化の息づいた魅力と活力のあふれるまちづくり 

重点事業・関連する局事業 取組内容 担当課・担当局

（１）大学のまち・左京の推進 

 
◆左京区 大学と地域の相互交流促進事業の

実施 

・京都造形芸術大学 

 「大原エコミュージアム計画・作品展

および発表会」 

・アーバントラップ（京都精華大学） 

 「子どもたちの自由な発想を育む芸術

活動」               

・ごみ削減プロジェクト実行委員会（京都大学） 

 「スーパーの行う環境対策：優良モデ

ルの探し出しと広報」 

総務課 

（２）歴史ある文化の継承と新たな区民文化の創造 

◆左京区の文化に関するシンポジウムの開

催 

シンポジウム「左京に息づく文化のつ

どい」開催 1/21  
総務課 

 
◆区民ふれあい事業の推進（再掲） 

・左京区民煎茶会，左京区民正月いけ花教

室，左京区民作品展，左京区民文化フェ

スティバルの開催 

煎茶会 6/8 

正月いけ花教室 12/20 

文化フェスティバル 1/29 

作品展 2/22～24 

まちづくり

推進課 

 

２ やま・さと・まちを支える基盤づくり 

重点事業・関連する局事業 取組内容 担当課・担当局

（１）北部地域の生活を支える都市基盤等の整備 

◆北部地域の活性化 

北部地域の課題（高齢者福祉施設の整備，携

帯電話の通話地域の拡大，学校統合及び小中一貫

校の創設，保育環境の整備等）の解決に向け

ての検討 

総務課， 

まちづくり

推進課， 
福祉介護課

（関連する局事業） 

◆北部地域と市街地を結ぶ道路網等の整備 

京都広河原美山線 

・二ノ瀬バイパス道路予備設計等 

・鞍馬北工区第１工区 施工中 

建設局 
 

（関連する局事業） 

◆地域水道整備事業の実施 

・広河原・花脊，久多地区 整備施工中 

・別所，百井地区 実施設計 
上下水道局

（２）市街地における道路交通環境の改善 

 
（関連する局事業） 

◆道路整備の実施 

・宝が池通（狐坂工区） 完成 

・幡枝葵森線 完成 

・大原通 施工中 
建設局 
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重点事業・関連する局事業 取組内容 担当課・担当局

（関連する局事業） 

◆電線類地中化の実施 
・仁王門通（南禅寺橋～岡崎道） 施工中 建設局 

 

 

区民と行政のパートナーシップによるまちづくり 

１ 区民に信頼される区役所づくり 

重点事業・関連する局事業 取組内容 担当課・担当局

（１）区民サービス向上のための取組の推進 

◆職員研修の充実 

・左京区研修推進会議の開催 4/21 

・ 区単位所属別研修～ユニバーサルデ

ザインとは 8/5，護身術研修 11/29，

外国籍市民応対研修 12/13･14 

総務課 

◆「◯さキャンペーン＜さわやか サービス 左

京区役所＞」の取組の推進 

・「さわやか サービス 左京区役所・か

わらばん」の発行（1～8 号） 6 月～12 月 

・ポスター掲示 12月～3月  

総務課  

◆外国籍市民にもわかりやすい行政サービ

スの提供 

・外国籍市民サービス向上ワーキングチ

ームによる取組（ワーキングの実施，ニ

ュースレターの発行，報告書の作成等） 

・庁舎案内表示の整備 

総務課 

（２）新総合庁舎の建設に向けての取組の推進 

 
京都市土地開発公社による土地の先行

買収 
文化市民局 

（３）市民しんぶんやホームページ等による情報発信 

 
・市民しんぶん左京区版「左京ボイス」

の発行（月1回） 

・ホームページの更新（週1回） 
総務課 

（４）区民の意見等の的確な把握 

 区長懇談会の開催 10/13  他 まちづくり推進課

 
２ ふれあいを広げるネットワークの構築によるまちづくり 

重点事業・関連する局事業 取組内容 担当課・担当局

（１）様々なネットワークの構築によるまちづくり 

◆地域の安心安全ネットワークの形成（再掲） まちづくり推進課

◆防災関係機関と地域住民とのパートナーシップによる防災対策の推進（再掲） 総務課 

◆地域における自主的な子育て支援ネットワークづくり（再掲） 支援課 

◆高齢者福祉にかかわる関係団体等との連携の強化（再掲） 支援課 

 

◆「左京こころのふれあいネットワーク」による取組の推進（再掲） 健康づくり推進課

（２）区民とのパートナーシップの促進 

 
左京区基本計画推進プロジェクトチームに

よる取組の推進 

・「大学のまち・左京の推進」チーム 
大学と地域の相互交流促進事業の実施 

・「知られざる歴史的文化遺産の再発掘とま

ちづくり資源としての整備」チーム 
シンポジウム「左京に息づく文化のつ

どい」の開催 
・「北部地域の緑を生かした活性化」チーム 

地域住民によるまちづくり活動の支援 
ホームページによる地域の魅力の発信 

総務課 
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平成１８年５月１日 

左京区役所区民部総務課 
〒606-8511 京都市左京区吉田中阿達町１ 

tel. 075-771-4235  fax. 075-771-6900 

     URL  http://www.city.kyoto.jp/sakyo/ 
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